
漏水？

｢排除汚水量｣■水道水(水道･簡易水道)→水道使用量

■井戸水→設置した量水器により計測した水の量

水 道 料 金

下水道使用料･農業集落排水処理施設使用料
のご案内

お問い合わせ先：飯田市水道料金お客様センター

電 話 0265-21-1132

◇隔月の定例日に量水器（メーター）の検針を行い、その日の属する月分及びその前月分

として料金を算定します。

◇使用水量は量水器（メーター）に表示された「今回の指針」から「前回検針時の指針」を

差し引いたものです。

■奇数月(5･7･9･11･1･3月)に検針する地区
松尾･下久堅知久平･竜丘･川路･三穂立石･三穂下瀬･山本久米

･伊賀良（沢城地域を除く）･鼎･上郷

量水器(メーター)

一般の家庭でもっとも多く使われている口径13ミリの水道の量水器(メーター)です。
ふたを開けると、指針が数字で表示されています。
この水量を表す数字の単位は立方メートル(㎥)です。

開 栓閉 栓
使用者変更

いつもより使用水量が多いと思ったら、家中の水道の蛇口を全部しめて

から、量水器（メーター）のパイロットを確認してください。

もし、パイロットが回っていたら、水がもれていると考えられます。

もよりの水道局指定工事事業者に修理を相談してください。

橋北･橋南･羽場･丸山･東野･座光寺･下久堅（知久平を除く）･上久堅･千代

･龍江･三穂伊豆木･山本（久米を除く）･伊賀良沢城地域･上村･南信濃

ろうすい

水道料金は､２か月に１度､量水器の検針を行い､請求しています。

下水道使用料は｢排除汚水量｣に応じて算定されます。

へいせん かいせん
しようしゃへんこう

それぞれの届は、電話で手続きができます。お早めにお届けください。

｢閉栓届｣

水道を使わなくなった時や使
うのを一時休む時

｢開栓届｣
｢使用者変更届｣閉栓中の水道を使えるように

する時
｢開栓手数料｣は最初の水道料
金にあわせて請求します。

水道を使用する人を変更す
る時

■偶数月(4･6･8･10･12･2月)に検針する地区

イイミズ

令和４年１月１日現在



　　　消費税相当額を含んだ２か月分の料金です。

料金
用途 使用水量 口　径 料　金 口　径 従　量　区　分 料　金

１３㎜ ２，２３２円 １３㎜

２５㎜ ４，１７０円 ２５㎜

４０㎜ １０，０５６円 ４０㎜

５０㎜ １５，４７６円 ５０㎜

７５㎜ ３７，１８０円 ７５㎜

１００㎜ ６２，９２０円 １００㎜

１３㎜ １，０９０円 １３㎜
２０㎜ １，２０６円 ２０㎜
２５㎜ １，６８４円 ２５㎜
４０㎜ ４，５６８円 ４０㎜
５０㎜ ９，３６６円 ５０㎜

閉栓中の水道を使えるようにする開栓の手数料は
最初の水道料金にあわせて請求します。

手数料
１，５６９円
２，０８８円
３，１３７円

１㎥につき ２３５円

消費税相当分を含んだ２か月分の料金です。

　１３㎜⇒（使用水量-１６）×１５５円＋２，２３２円
　２０㎜⇒（使用水量-１６）×１５５円＋２，９２６円
　２５㎜⇒（使用水量-１６）×１５５円＋４，１７０円
　*（使用水量-１６）がマイナスのときは０で計算。

　１３㎜⇒（使用水量×１７０円）－　　８４８円
　２０㎜⇒（使用水量×１７０円）－　　１５４円
　２５㎜⇒（使用水量×１７０円）＋１，０９０円

　４０㎜⇒（使用水量×１７０円）＋１０，０５６円
　５０㎜⇒（使用水量×１７０円）＋１５，４７６円
　７５㎜⇒（使用水量×１７０円）＋３７，１８０円
１００㎜⇒（使用水量×１７０円）＋６２，９２０円

口径　１３㎜・２０㎜・２５㎜

使用水量が
４０㎥以下のとき

使用水量が
４１㎥以上のとき

口径４０㎜以上

１３㎜～　２０㎜
２５㎜～　４０㎜
５０㎜～１００㎜

給水装置を設置しないで臨時に給水した場合の料金

水道料金の簡単な計算

公衆
浴場用

　１㎥以上の部分 ４８円

開栓手数料

口径

２０㎜
　４１㎥以上の部分 １７０円

　１㎥以上の部分 １７０円

水　道　料　金

水道料金

基　本　料　金 従量料金（１㎥につき）

一般・
営業用

１６㎥以下

　１７㎥以上
　４０㎥以下の部

１５５円
２０㎜ ２，９２６円



消費税相当額を含んだ２か月分の料金です。

料金
用途 排除汚水量 使用料 使用料

　　１６７円

　　２０３円

　　２３４円

　　２５５円

　　２８４円

　　３１２円

　　３２３円

　　３２７円

２００㎥まで ４，４００円 　　　１６円

３，２２６円

５５４円

５２６円

１，７６６円

３，０２６円

５，９２６円

１１，５２６円

１５，９２６円

１９，９２６円

汚水量　　２０１㎥～４００㎥ 　（汚水量×３１２円）－

汚水量　　４０１㎥～1,000㎥ 　（汚水量×３２３円）－

汚水量　　1,001㎥～　　　　　 　（汚水量×３２７円）－

汚水量　　　４１㎥～　６０㎥ 　（汚水量×２３４円）－

汚水量　　　６１㎥～１００㎥ 　（汚水量×２５５円）－

汚水量　　１０１㎥～２００㎥ 　（汚水量×２８４円）－

消費税相当分を含んだ２か月分の料金です。

汚水量　　　　０㎥～　１６㎥

汚水量　　　１７㎥～　３０㎥ 　（汚水量×１６７円）＋

汚水量　　　３１㎥～　４０㎥ 　（汚水量×２０３円）－

公衆
浴場用

　　　　２０１㎥から

「排除汚水量」 ■水道水（水道・簡易水道）→水道使用量
■井戸水→設置した量水器により計測した水の量

下水道使用料の簡単な計算

　　　　　４１㎥から　　　　　６０㎥まで

　　　　　６１㎥から　　　　１００㎥まで

　　　　１０１㎥から　　　　２００㎥まで

　　　　２０１㎥から　　　　４００㎥まで

　　　　４０１㎥から　　１，０００㎥まで

　　１，００１㎥から

下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料
（令和元年１０月改定）

基本使用料 超過使用量（１㎥につき）
排除汚水量

一般用 １６㎥まで ３，２２６円

　　　　　１７㎥から　　　　　３０㎥まで

　　　　　３１㎥から　　　　　４０㎥まで


